
※性的少数者の方々の社会運動と個人の尊厳を象徴する旗 = レインボーフラッグ 

 

Lesbian レズビアン 

 

Gay ゲイ 

 

Bisexual バイセクシュアル 

 

 

Transgender トランスジェンダー 

 

 

女性の同性愛者 男性の同性愛者 

  

両性愛者 
心の性と体の性が一致しない人 

 

ココロは 
女性なのに 

ココロは 
男性なのに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発  行 

延岡市人権啓発推進協議会 

事務局 延岡市企画部人権推進課 

電 話 0982-22-7002 

〒882-8686 延岡市東本小路２番地１ 

延岡市人権啓発推進協議会では年間を通して様々な人権啓発事業を実施しています。 

 

 令和３年４月より 
「延岡市パートナーシップ宣誓制度」が始まりました！！ 

延岡市では、「延岡市すべての市民の人権が尊重されるまちづくり条例」の施行（令和元年10月）

など、あらゆる差別のない人権が尊重されるまちづくりに取り組んでいます。 

その一環として、市民の皆様への多様な性のあり方への理解を深め、典型的とされていない性自認

や性的指向を持つ方々（性的少数者）の生きづらさを軽減し、パートナー関係の思いを受け止めるた

め、令和３年４月26日より「延岡市パートナーシップ宣誓制度」を導入しました。 

性的少数者（LGBTなど）と言われる方々は、民間会社の調査によると13人に1人とも言われ、と

ても身近な存在であることが分かります。性的少数者の方々が生きづらさを感じない市を目指し、今

後も啓発に取り組みます。                
※制度の概要は市ホームページをご参照ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
令和３年４月２６日から５月５日に
かけて、城山公園三階櫓台石垣
において、レインボカラーのライト
アップをしました！ 

あらためて … 知っていますか？ LGBT のこと 

➣性的少数者には、LGBT以外にも、男女どちらにも感情を抱かない人や、自分自身の

性を決められない人・分からない人など様々な人がいます。 

 ➣性のあり方は多様です。固定観念や偏見に苦しんでいる人が、あなたの身近にもい

るかもしれません。 

 ➣多様な性のあり方を理解し、全ての人が「自分らしく幸せに生きる」権利を尊重し

あうことが社会に求められています。 

 

※この制度は、性的少数者などの対象となる人が互いにパートナーシップの関係にあることを宣誓し、

そのことを市が証明する制度です。 

➣LGBTは、性的少数者の総称として使用されている言葉の一つです。 

 

 

 

 

 

https://www.irasutoya.com/2018/02/blog-post_88.html
https://www.irasutoya.com/2018/02/blog-post_84.html
https://www.irasutoya.com/2017/05/blog-post_29.html
https://www.irasutoya.com/2017/05/blog-post_29.html


職場や地域、ご家庭で困っていることはありませんか。法務局の人権擁護機関や市のなんでも総合相談セ

ンターでは、様々な相談を受付けています。困った時には、一人で悩まないでご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※いずれも受付時間は平日8:30～17:15です。 

〇ふれあい映画祭  
 ８月12日（木） 延岡総合文化センター 

開演：午後2時（開場：午後１時15分） 

<上映映画> 

「ココロ屋」（25分） 

「映画すみっコぐらし  

とびだす絵本とひみつのコ」（65分） 
 
※コロナウイルス感染症の状況によっては、中止と 

なる場合があります。 

 

〇いきいきふれあいリレー啓発展 
８月26日（木）～９月６日（月） 

 延岡市役所１階 市民スペース 

※開庁日のみ 

 

〇第15回あなたの大切な人へ伝えたい 
  こころのメッセージ作品募集・展示 

応募締切：９月９日(木) 

展  示：12月 カルチャープラザのべおか（予定） 

 
〇こころ温まる映画上映会 

10月 延岡総合文化センター（予定） 
  

〇人権セミナー（３回シリーズ） 
11月～１月 カルチャープラザのべおか（予定） 

 
 

〇第37回延岡市人権啓発推進大会 
２月 カルチャープラザのべおか多目的ホール 

（予定） 

３
年
度
の
主
な
行
事
予
定 

当協議会は、人権問題に対する市民の正しい理解と認識を高めることを目的に、平成４年に設立されました。 

現在、163団体の行政機関、企業、民間団体等で構成されています。 

事業費は、市からの委託金で運営されていますので、会費などの負担はありません。年１回の総会をはじめ、 

人権に関する講演会やセミナー等の開催、研修講師の派遣、DVD教材等の貸出、えせ同和行為に関する資料の配布

などの事業を行っています。 

現在、会員を募集しています。皆さんのまわりに未加入の事業所等がありましたら、ご紹介ください。 

http://www.jinken.go.jp/ 

み ん な の 
人権110番 0570-003-110 
子 ど も の 
人権110番 0120-007-110 

フリーダイヤル 

女性の人権 
ホットライン 0570-070-810 

インターネットでも相談を受け付けています 

インターネット人権相談 検索 

パソコン・携帯電話・スマートフォン共通 

連絡先 延岡市人権啓発推進協議会（事務局：延岡市 企画部 人権推進課） ℡0982-22-7002 

 

●電話での人権相談窓口のご案内● 

なんでも総合相談センター 

 

0982-20-7105 

 

※毎日9：00～16：00 

人権啓発ＤＶＤ（30 本）を貸出ししています。職場や地域、学校などでの研修に是非、ご利用ください。 

 おすすめＤＶＤ ベスト３  

①LGBTシリーズ パパは女子高生だった！ 前田 良  （【ドキュメント】/28分/2019年度） 

②部落の心を伝えたいシリーズ第 32巻 ネット差別を許すな！ 川口泰司  （【ドキュメント】/36分/2019年度） 

③サラーマット～あなたの言葉で～  （【ドラマ】/36分/2019年度） 

※貸出用 DVD については、市ホームページに掲示していますのでご覧ください。 


